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（１）  インターネット 1） の普及 

■  平成２２年末時点での全国のインターネット利用者数は 9,462 万人（人

口普及率では 78.2％）に上り，平成 9 年度の 1,155 万人から，13 年

間で 8.2 倍に拡大しています。いまや日本の全人口の約 8 割がインター

ネット利用者という状況にあります。 

※  平成１７年度（「第２次宇都宮地域情報化計画」策定時の調査）のインタ

ーネット利用者数は 8,529 万人，人口普及率は 70.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: 総務省「ＩＣＴ2）インフラの進展が国民のライフスタイルや社会環境等に及ぼした 

      影響と相互関係に関する調査」 （平成２３年） 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 情報化の動向 

情報化を取り巻く状況  

図表１-１：インターネット利用者数と人口普及率の推移 

第１章 

 市民生活の情報化 １ 

※ 2） ＩＣＴ 【Information and Communication Technology】 

・ 情 報 通 信 技 術 の 総 称 。従 来 は ，Ｉ Ｔ（ Information Technology）と い う 用 語 が 利 用 さ れ

て い た が ，通 信・コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 重 要 性 の 観 点 か ら ，近 年 で は Ｉ Ｃ Ｔ と 表 現 さ れ る

こ と が 多 い 。ま た ，技 術 そ の も の だ け で な く ，情 報 通 信 技 術 を 利 用 し た 製 品・サ ー ビ ス や ，

そ れ ら が 普 及 し て い る 状 態 を 指 す こ と も あ る 。  
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（２）  ブロードバンド 3） インターネットの普及 

■  平成２２年末時点での全国のブロードバンド回線の契約数は 3,458 万

件に上っており，特にＦＴＴＨ 4）（光回線）は対前年比 14.9％と大幅な

伸び率となっています。 

■  一方，ＤＳＬ 5） は対前年比 15.3％減となっており，インターネット成

熟期といわれる平成１５年度以降は，ＤＳＬからＦＴＴＨへの乗り換え

が進んでおり，ブロードバンドの主流はＦＴＴＨへ移行したと考えられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: 総務省「ＩＣＴインフラの進展が国民のライフスタイルや社会環境等に及ぼした 

影響と相互関係に関する調査」 （平成２３年） 

 

（３）  携帯インターネットの普及 

■  インターネットを利用する際，携帯電話，ＰＨＳや携帯情報端末（ＰＤ

Ａ 8））等のモバイル端末を利用する人の割合は，平成１４年の 40.2％か

ら平成１７年（「第２次宇都宮地域情報化計画」策定時の調査）の 8１.2％

と 3 年間で倍増し，平成 22 年末時点で 83.3％に上っています。 

■  携帯インターネット利用割合は，平成１４年から平成１７年にかけて急

激に増加していますが，これは，平成１５年に携帯インターネットを対

象とした定額サービスが各事業者から提供されるようになり，料金を気

にせずに携帯インターネットの利用が可能になったことから，携帯イン

ターネットの急速な拡大につながったものと考えられます。 

 

 

 

図表２：自宅パソコンインターネット接続回線の種類 

図表１-２：ブロードバンド回線別契約者数の推移 

6） 7） 
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■  また，近年，スマートフォン 9） の普及により，インターネット接続は携

帯電話によるパーソナル化だけではなく，インターネットそのものの高

速化・大容量化（リッチ化）も進展し，それらのメリットを活かした多

種多様なサービス提供が広がりをみせるものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: 総務省「ＩＣＴインフラ 10）の進展が国民のライフスタイルや社会環境等に及ぼした 

     影響と相互関係に関する調査」 （平成２３年） 

 

 

 

 

 

（１）  インターネット利用と情報化基盤の整備状況 

■  企業におけるインターネット利用率は，平成 22 年末時点で 98.7％，そ

のうち全社的に利用している企業の割合も 82.2％（平成 17 年末時点で

は 75.0％），また，パソコンの整備状況は，従業員 1 人に 1 台以上の整

備が行われている企業は 29.5％（平成 17 年末時点では 38.1％）とな

っています。 

■  企業における利用環境の整備は一定進んでいるものの，パソコンの整備

割合が低下するなど，長期的な景気低迷を受けて企業のＩＣＴへの投資

が鈍化しているものと考えられます。 

 

 

図表１-３：インターネットを利用する際，モバイル端末を利用する人の割合の推移 

 企業の情報化 ２ 
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出典： 総務省 「平成２２年度 情報通信利用動向調査」  
 

■  平成２２年末の企業内通信網（企業内部のネットワーク）の構築率は，

90.3％（平成１７年時点では 89.6％）に上っており，ここ数年間の伸

び率は横ばいであるものの，９割以上の企業でネットワークが整備され

ており，殆どの企業でネットワーク基盤整備が完了しているものと考え

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１-４：企業におけるパソコンの整備状況 

図表１-５：企業通信網の構築状況 

出典： 総務省 「平成２２年度 情報通信利用動向調査」
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（２） 電子商取引 11） の導入状況 

■  企業における電子商取引（インターネットを利用した調達及び販売）の

導入率は，平成２２年末時点で 49.4％であり，前年より 5.9 ポイント

減となっていますが，約半数の企業が電子商取引を行っており，着実な

定着を見せています。 

■  また，電子商取引の１つの形態であるＢtoＣ 12）（消費者向けの小売り）

における市場も着実に拡大しており，平成２２年時点では，77,880 億

円にも上り，市民生活に浸透・定着したものとなっています。  

※  平成１６年度（「第２次宇都宮地域情報化計画」策定時の調査時点）では，

56,430 億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 情報化における企業間格差 

■  企業におけるＩＣＴの利用状況については，平成１７年度（「第２次宇都

宮地域情報化計画」策定時の調査時点）と比較して，従業員への端末配

備や企業内通信網等において，従業員の多い企業と少ない企業間の格差

は縮小傾向にありますが，企業間通信網の構築状況やインターネットを

利用した広告導入の状況など，大規模な設備投資や多角的なＩＣＴの利

活用の点においては，従業員の多い企業と少ない企業の間に格差が見ら

れます。  

 

 

図表１-６：日本におけるＢｔｏＣ-ＥＣ市場規模の推移 

出典： 経済産業省「平成２２年度 電子商取引に関する市場調査」  
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（１）市町村における情報化基盤の整備状況 

■  市町村における行政の情報化は，国のＩＣＴ政策のもと，電子行政の推

進が図られ，全国の市町村では，情報化計画の策定やＣＩＯ 13） の任命，

情報化の基盤である庁内ＬＡＮ 14）やホームページ，各種業務システムの

整備等が行われてきました。 

 

 

 

 

 

■  市町村における庁内ＬＡＮの整備率は，平成２２年度の総務省調査によ

れると 99.8％（平成 18 年度では 99.1％）となっています。庁内ＬＡ

Ｎの主な機能は，電子メール 15）（98.7％），ファイル共有 16）（97.8％），

スケジュール管理（93.1％），電子掲示板 17）（91.3％）などであり，ほ

とんどの市町村で主要な機能を備えた庁内ＬＡＮが整備されている状況

にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）電子行政サービスの提供状況 

■  平成 22 年度時点のホームページ開設率は１００％（「第２次宇都宮地域

情報化計画」策定時の調査（平成１８年度）では 99.1％）となっており，

住民への情報提供サービスの基盤整備は一定完了しているといえます。 

■  ただし，ホームページでの住民参画を促進する機能である「電子掲示板

等 に よ る 住 民 と の 意 見 交 換 」（ 12.9 ％ ），「 住 民 の 交 流 サ イ ト （ 地 域

SNS18））の設置」（6.6％）などの整備割合は低い状況にあります。 

 

 行政の情報化 ３ 

 平 成 １ ８ 年 度  

【第２次宇都宮地域情報化計画策定時】
平 成 ２ ２ 年 度  

庁 内 Ｌ Ａ Ｎ 整 備 率  ９ ８ ． ９ ％  ９ ９ ． ８ ％  

電 ⼦ メ ー ル  ９ ５ ． ９ ％  ９ ８ ． ７ ％  

フ ァ イ ル 共 有  ９ ２ ． ３ ％  ９ ７ ． ８ ％  

電 ⼦ 掲 ⽰ 板  ８ ３ ． ６ ％  ９ １ ． ３ ％  

ス ケ ジ ュ ー ル 管 理  ８ ５ ． ６ ％  ９ ３ ． １ ％  

施 設 管 理  ７ ６ ． ９ ％  ８ ０ ． ６ ％  

⽂ 書 管 理  ３ ６ ． ０ ％  ４ ９ ． ９ ％  

電 ⼦ 決 裁  １ １ ． ２ ％  ２ ４ ． ５ ％  

 

【 ＋ 0.9】

【 ＋ 2.8】

【 ＋ 5.5】

【 ＋ 10.7】

【 ＋ 7.5】

【 ＋ 3.7】

【 ＋ 13.9】

【 ＋ 13.3】

図表１-７：市町村の庁内ＬＡＮ整備率とＬＡＮ機能整備率の推移 

出典： 平成２２年度 地方自治情報管理概要  

※ 13） ＣＩＯ 【Chief Information Off icer】 

・ 企 業 ・ 団 体 や 官 公 庁 な ど の 組 織 に お い て ， 経 営 理 念 に 合 わ せ て 情 報 シ ス テ ム 開 発

や 情 報 の 流 通 を 統 括 す る 情 報 戦 略 の 責 任 者  
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■  一方，申請・届出等手続きをオンライン化する機能である「電子申請届

出システム 19）」の導入状況については，平成１７年度時点（「第２次宇

都宮地域情報化計画策定時の調査」）では，導入率は 20.4％でしたが，

平成２２年度時点では，住民生活へのインターネット利用の浸透やＩＣ

Ｔの進展を背景に，市町村では 49.5％に上り，約半数の市町村において

導入がなされています。 

※  ただし，「電子申請届出システム」については，国の「ＩＴ新改革戦略」

（平成 17 年度策定）において「2010 年までにオンライン申請率 50％

達成」を目標に掲げ，推進を図っていましたが，費用対効果の低いシス

テムを廃止する動きもあり，今後，導入にあたっては，真に市民に必要

な手続き等を見極めた上でのオンライン化が必要といえます。 

■  「電子申請届出システム」の業務別の導入状況については，特に電子入

札 20） や公共施設予約においてオンライン化の進展が顕著となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報システム最適化 21） 推進の状況 

■  行政の情報化の推進により，国や地方公共団体においては，業務単位ご

とに情報システムの導入が進められ，それらに伴い，情報システム数，

システム経費ともに増大しています。 

■  このような中，平成２２年度時点で 80.9％の市町村において情報化投資

効果の事前評価を行うなど，情報システムの経費削減や効率化・高度化

に向けて，現在，多くの地方公共団体が情報システムの全体最適化に取

り組み始めています。 

 

 

 

 

 平 成 １ ７ 年 度  

【第２次宇都宮地域情報化計画策定時調査】
平 成 ２ １ 年 度  

電 ⼦ 申 請 届 出 ｼｽﾃﾑ導 ⼊ 率  ２ ０ ． ４ ％  
４ ９ ． ５ ％  

【 平 成 ２ ２ 年 度 現 在 】  

図 書 館 蔵 書 検 索 等  ４ ４ ． ２ ％  ４ ５ ． ６ ％  

公 共 施 設 予 約  ２ ５ ． ２ ％  ５ １ ． １ ％  

税 の 電 ⼦ 申 告   ０ ． ４ ％  ６ ． ０ ％  

電 ⼦ ⼊ 札   ２ ． ３ ％  ４ ８ ． １ ％  

 

【 ＋ 29.1】  

【 ＋ 1.4】

【 ＋ 25.9】

【 ＋ 5.6】

【 ＋ 45.8】  

図表１-８：電子申請届出システム導入率と業務別オンライン化の推移 

出典： 平成２２年度 地方自治情報管理概要  

※ 21） 情 報 システム最 適 化  

・ よ り 効 果 的 ・ 効 率 的 な 行 政 運 営 を 推 進 す る た め ，各 部 署 に 分 散 す る 情 報 シ ス テ ム

の 共 用 や 運 用 統 合 な ど を 行 い ，維 持 管 理 経 費 の 適 正 化 や シ ス テ ム の 有 効 活 用 を 図

る こ と 。  
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（１）  スマートフォン・タブレット端末 22） の普及  

■  １９９０年代以降，パソコンや携帯電話の需要停滞が鮮明になり，それ

らに代わってスマートフォン（多機能携帯電話）やタブレット端末の普

及が進んでいます。 

■  スマートフォンは，携帯電話にＰＤＡ（携帯情報端末）の機能が加わっ

たもので，コンピュータを内蔵し，様々なデータ処理機能を持ち，電子

メール機能やＷｅｂブラウザ 23） を内蔵し，インターネットに接続する

ことができ，携帯電話よりも解像度の高い大きな画面で動画が閲覧でき

るなど，パソコンに近い機能を有しています。 

■  また，タブレット端末は，平板状の外形を備えたタッチパネル 24） 式等

の表示・入力部を持った携帯可能なパーソナルコンピュータであり，広

義には，スマートフォンなども含まれます。 

■  これらの機器は，携帯インターネットの急速な普及に伴い，携帯しなが

ら様々なアプリケーションが利用できる利便性などから，今後，ますま

す普及していくものと考えられます。 

 

（２）  ソーシャルメディア 25） の普及 

■  ソーシャルメディアとは，インターネット上で提供されるサービスの一

つで，個人による情報発信や個人間のコミュニケーションを促進するサ

ービスの総称です。 

■  代 表 的 な 例 と し て は ，「 Ｓ Ｎ Ｓ 26 ）」，「 ブ ロ グ 27 ）」，「 Twitter28 ）」，

「Facebook29）」などが挙げられます。また，種類も，「オンライン百科

辞典」，「クチコミサイト」，「ビデオ投稿共有サイト」など，多種多様に

なってきています。 

■  また，情報発信力の強いソーシャルメディアは，社会的な影響力が強く，

リアルタイムで消費者等の意向などを把握することもできることから，

企業による「クチコミ活用」や自治体による動画投稿共有サイトを活用

したプロモーション等が増えてきており，今後とも活用が拡大されるも

のと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 情報通信技術の動向 ４ 

※ 25） ソーシャルメディア 【social  media】 

・イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で ， ユ ー ザ ー に よ る 情 報 発 信 や 個 人 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に

よ っ て 成 り 立 つ ， 社 会 的 要 素 を 含 ん だ メ デ ィ ア の こ と 。  
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（３）  クラウドコンピューティング 30） の普及 

■  クラウドコンピューティングとは，これまでは自前のコンピュータで管

理・利用していたソフトウェアやデータ等をインターネットなどのネッ

トワークを通じて利用するサービス利用形態です。 

■  クラウドコンピューティングは，次々に情報システム開発・導入に係る

投資をすることなく，最新のシステムを必要なだけ利用でき，自前でシ

ステムを所有して運用する必要ないことから，コストや労力を抑えるこ

とができます。 

■  このようなことから，民間企業や一部の小規模自治体では活用が始まっ

ており，今後，情報システムはこれまでの「所有」から「利用」へと移

行が進んでいくものと考えられます。 

■  また，総務省では，クラウドコンピューティングによる電子自治体 31）

基盤構築に向け，平成２１年度から，自治体クラウド 32） 実証実験に取

り組んでいます。この実証実験には，北海道・京都府・佐賀県・大分県・

宮崎県・徳島県の６道府県７８市町村が参加しています。 

■  この実証実験の結果をもとに，効率的な電子自治体基盤の構築や利便性

の高い行政サービスの提供が進められていくものと考えられますが，現

在のところ，これらのシステムは小規模自治体を前提としたものである

ため，今後は，政令市・中核市規模の自治体に対応できるシステムの開

発が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 30） クラウドコンピューティング 【cloud  computing】 

・ デ ー タ サ ー ビ ス や イ ン タ ー ネ ッ ト 技 術 な ど が ネ ッ ト ワ ー ク 上 に あ る サ ー バ 群 （ ク

ラ ウ ド（ 雲 ））に あ り ，ユ ー ザ ー は 今 ま で の よ う に 自 分 の コ ン ピ ュ ー タ で デ ー タ を

加 工・保 存 す る こ と な く ，「 ど こ か ら で も ，必 要 な 時 に ，必 要 な 機 能 だ け 」を 利 用

す る こ と が で き る ネ ッ ト ワ ー ク （ 特 に イ ン タ ー ネ ッ ト ） を ベ ー ス と し た コ ン ピ ュ

ー タ の 利 用 形 態  



第 1 章 情報化を取り巻く状況 

 12 

 

 

 

 

（１） 新たな情報通信技術戦略 

■ 国（総務省）では，平成２２年５月に，新たな国民主権の社会を確立す

ることを目的に，「国民本位の電子行政の実現」「地域の絆の再生」「新

市場の創出と国際展開」の３本柱を重点戦略とした「新たな情報通信技

術戦略」を策定しました。 

■ この戦略は，これまでのＩＣＴ施策が，技術面やサービス提供側の視 

点が優先され，住民（利用者側）が効果を実感できる施策展開となって

いない場合が多くみられたことから，その原因を追求・分析し，関係府

省間，政府と自治体，政府と民間との連携を図り，国を挙げて強力に推

進していくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 情報通信政策の動向 

図表１-９ ：新たな情報通信技術戦略の概要 

 国の動向 １ 

出典： 「新たな情報通信技術戦略」を参考に作成  
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（２） 共通番号制度 33）（マイナンバー） 

■ 国では，税金，年金，健康保険など，さまざまな公共サービスに関連し

て国民一人ひとりに番号を付与し，行政事務の簡素化や国民の行政手続

きの簡略化に向けた「共通番号制度（マイナンバー）」の導入を進めて

います。 

■  こ の 制 度 は ， 社 会 保 障 制 度 と 税 制 を 一 体 化 す る こ と に よ り ， 正 確 な 情

報 を 把 握 し て 適 正 な 課 税 や 給 付 に つ な げ ， 事 務 の 効 率 や 国 民 負 担 の 公

平性の向上を図ることを目的としています。 

■  本 市 の よ う な 地 方 公 共 団 体 に お い て も ， こ の 制 度 の 活 用 を 通 じ た 住 民

情 報 等 に お け る 庁 内 部 局 間 の 連 携 の 向 上 や 市 民 一 人 ひ と り に 応 じ た き

め細かな行政サービスの提供などが期待されています。 

 

 

 

 

 

図表１-１０：国の情報化政策の動向 

出典： 総務省の資料を参考に作成  
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■  栃 木 県 で は ， 情 報 化 施 策 を 推 進 し て い く た め の 指 針 と し て ， 平 成 ２ ３

年３月に「とちぎＩＣＴ推進プラン」を策定しました。 

■ このプランは，これまでに整備された情報通信基盤を含め，ＩＣＴを有

効に活用して，地域の特性や多様化する県民ニーズに対応した利便性の

高い県民生活の実現，また，地域のコミュニケーションを活性化し，地

域活動における新たな価値の創造，さらには，行政内部のＩＣＴを活用

したコストの縮減のみならず，行政の簡素化・効率化や透明性の向上な

どの業務改善を含めた電子自治体の推進など，今後求められる情報化方

策を計画的，総合的に推進するための指針として位置付けています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
よ
る
県
民
の
く
ら
し
の
質
の
飛
躍
的
な
向
上 

 

 

 

 

 
ＩＣＴを 

活用した 

県民の 

利便性の向 上

ＩＣＴを活 用 した

行 政 コストの

縮 減 ･質 の向 上

◆  保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 の 情 報 化  
・ 在 宅 介 護 ・ 見 守 り  
・ レ セ プ ト オ ン ラ イ ン 化  
・ 医 療 ・ 薬 局 機 能 情 報 の 発 信  な ど  

 

◆  安 全 ・ 安 心 な 生 活 の 実 現  
・ 防 災 情 報 の 発 信  
・ 防 犯 情 報 の 発 信  
・ 交 通 情 報 ， 事 故 情 報 の 発 信  な ど  

 

◆  学 校 教 育 の 情 報 化  
・ デ ジ タ ル 教 材 の 活 用  
・ 教 員 の ICT 活 用 指 導 力 の 向 上  
・ 情 報 モ ラ ル 教 育  
・ 校 務 支 援 シ ス テ ム の 整 備  な ど  

 
◆  多 様 化 す る 県 民 ﾆｰｽﾞへ の 対 応  
・ 県 政 情 報 の 発 信  
・ 県 民 の ICT 利 活 用 へ の 支 援  
・ 電 子 申 請 ・ 届 出 等  
・県民協働のためのウェブサイト構 築
・ 電 子 収 納  な ど  

 
◆  地 域 産 業 の 振 興  
・ 中 小 企 業 の た め の ICT 利 活 用 支 援  
・ 観 光 業 の 振 興  
・ 農 業 の 振 興  な ど  

◆  電 子 自 治 体 の 推 進  
・ 電 子 自 治 体 の 推 進 の 背 景  
・ 行 政 運 営 の 効 率 化  
・ 推 進 に あ た っ て  

  安 全 対 策 ･ｸﾞﾘｰﾝ ICT･市 町 と の 連 携

基本目標  
目 標 と す る  
地 域 社 会 像  施策事業等  

 栃木県の動向 ２ 

図表１-１１ ：「とちぎＩＣＴ推進プラン」の概要 

出典： 「とちぎＩＣＴ推進プラン」を参考に作成  
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■  平成２４年３月現在の宇都宮市の総人口は約５１万４千人であり，これ

までは緩やかな増加を続けてきましたが，この２～３年間はほぼ横ばい

の状況となっており，平成２７年度にピークを迎えた後，減少過程に入

るものと見込まれています。 

■  また，年少人口（０～１４歳），生産年齢人口（１５～６４歳），老年人

口（６５歳以上）の構造別割合を見ると，年々，少子高齢社会が進展し

ていることがわかります。人口のピークである平成２７年から平成３４

年にかけて，老年人口の構成割合は，22.２％から 25.0％へと高まる一

方 ， 年 少 人 口 は ， 13.6％ か ら 12.3％ ， 生 産 年 齢 人 口 は ， 64.2％ か ら

62.7％へと構成割合がそれぞれ低下するものと見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第５次宇都宮市総合計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 近年の本市の動向 

図表１－１２：年齢構造別人口及び構成比 

 人口特性 １ 

平成１７年
（２００５年）

平成１９年
（２００７年）

平成２２年
（２０１０年）

平成２７年
（２０１５年）

平成３２年
（２０２０年）

平成３４年
（２０２２年）

年少⼈⼝
（０〜１４歳）

７２，８３９
（１４．５％）

７２，７３８
（１４．３％）

７２，４６６
（１４．２％）

６９，６４０
（１３．６％）

６４，６６６
（１２．７％）

６２，４２６
（１２．３％）

⽣産年齢⼈⼝
（１５〜６４歳）

３４４，５７３
（６８．６％）

３４２，６４９
（６７．６％）

３３９，３４２
（６６．６％）

３２８，８４７
（６４．２％）

３２０，５２１
（６２．８％）

３１８，５１４
（６２．７％）

⽼年⼈⼝
（６５歳以上）

８４，９８４
（１６．９％）

９１，７５３
（１８．１％）

９７，８４０
（１９．２％）

１１３，７０６
（２２．２％）

１２５，２３８
（２４．５％）

１２７，１０６
（２５．０％）
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■  宇都宮市の総世帯数は，平成２２年では，210,482 世帯となっており，

施設等の世帯を除いた一般世帯数は 210,240 世帯で，平成 17 年と比

較して 7.0％増加しています。家族類型別の世帯数を見ると，世帯人員

が１人の単独世帯は 71,628 世帯で，一般世帯の 34.1％を占めており，

最も多い家族類型となっています。単独世帯数は，平成 17 年と比較し

て約 21％の増となるなど，増加傾向が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 宇都宮市統計データバンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１－１３：単独世帯数の推移 

 世帯の動向 ２ 
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■  宇都宮市の自治会加入世帯数は年々増加していますが，単身世帯の増加

などにより，市全体の世帯数の増加が加入世帯数の増加を上回っている

ことから，自治会加入率は低下傾向にあります。 

■  一方で，平成２３年度の市内の NPO 法人の認証件数は１４６件で，平

成２０年度 と比較して約 11％の増となるなど，まちづくりに参加す る

市民活動団体の数は増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域における市民活動の状況 ３ 

図表１－１４：ＮＰＯ法人認証件数の推移 
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■  本市では，人やモノの移動性を高める手段として，「航空宇宙」，「自動車」，

「ロボット」，「情報通信」の４分野を次世代モビリティ関連産業 34） と

して位置付けており，これらの産業は，企業間連携による技術革新や新

事業創出への幅広い展開，市民生活や産業の場などにおける需要拡大や

技術の高度化が期待できることから，本市の地域産業の発展を支えてい

くため，重点的に産業集積に向けた取組を進めています。 

■  次世代モビリティ産業の１つである市内の情報通信業について，産業構

造がどの分野に集まっているかを表す直近の「事業所特化係数」を見て

みますと，０．９９となっており，全国平均とほぼ同じ水準となってい

ます。この係数は栃木県平均よりも０．５２ポイント上回っていますが，

関東地方の平均と比較すると，０．５９ポイント下回っています。  

 

    

 

産業分類 関東 栃木県 宇都宮市 

農 業 0.61 1.48 0.62 

林 業 0.26 1.10 0.08 

漁 業 0.16 0.64 0.58 

鉱 業 0.55 2.44 1.67 

建設業 0.96 1.23 1.02 

製造業 1.02 1.24 0.61 

電気ガス熱供給水道業 0.68 0.96 0.44 

情報通信業 1.58 0.47 0.99 

運輸業 1.14 0.89 0.71 

卸売・小売業 0.95 0.99 1.09 

金融・保険業 0.92 0.86 1.29 

不動産業 1.21 0.78 0.81 

飲食店，宿泊業 1.03 0.94 1.02 

医療，福祉 1.02 0.89 0.99 

教育，学習支援業 0.96 1.03 1.08 

複合サービス事業 0.62 0.89 0.81 

サービス業 1.00 0.96 1.12 

公 務 0.69 1.11 0.77 

                     出典：事業所・企業統計 

 

 地域産業の動向 ４ 

図表１－１５：市内産業分類別の事業所特化係数 

※ 全国平均の係数を１．０とした場合の比較を次の表に記載 


